
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
七
日
提
出

質

問

第

一

一

七

号

教
員
が
生
徒
を
バ
リ
カ
ン
で
丸
刈
り
に
す
る
こ
と
は
体
罰
に
当
た
る
の
か
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

初

鹿

明

博
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教
員
が
生
徒
を
バ
リ
カ
ン
で
丸
刈
り
に
す
る
こ
と
は
体
罰
に
当
た
る
の
か
に
関
す
る
質
問
主
意
書

山
口
県
立
下
松
工
業
高
校
一
年
の
男
子
生
徒
が
、
担
任
の
四
十
代
男
性
教
員
か
ら
頭
を
丸
刈
り
に
さ
れ
た
と
し
て
、
ク
ラ
ス

の
生
徒
と
保
護
者
が
教
員
の
懲
戒
免
職
を
求
め
る
嘆
願
書
を
山
口
県
教
育
委
員
会
に
提
出
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

政
府
は
、
質
問
主
意
書
へ
の
回
答
に
当
た
り
、
個
別
の
事
案
に
は
回
答
は
差
し
控
え
る
と
の
考
え
方
を
と
っ
て
い
る
よ
う
な

の
で
、
こ
の
件
に
つ
い
て
の
回
答
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
に
以
下
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

一

学
校
教
育
法
第
十
一
条
で
体
罰
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
教
員
が
生
徒
の
懲
戒
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
生
徒
の
頭
髪
を
バ

リ
カ
ン
で
刈
る
な
ど
散
髪
す
る
行
為
は
、
身
体
に
対
す
る
侵
害
と
な
り
、
学
校
教
育
法
第
十
一
条
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
体
罰

に
該
当
す
る
の
か
ど
う
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

二

校
則
で
頭
髪
に
つ
い
て
定
め
が
あ
る
場
合
に
、
こ
の
校
則
に
従
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
同
様
の
行
為
を
す
る
場
合
は

ど
う
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

右
質
問
す
る
。


